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休日の当番病医院

平日夜間の当番病医院

18時から22時まで

　現在、西条市の一次救急医療は上記のとおり在宅当番医制
で実施しておりますが、平成24年７月から一次救急医療の充
実・機能強化を図るため「西条市休日夜間急患センター（野
々市40番地1）」で実施の予定です。
　市民の皆さまの健康・安心を守る拠点として現在整備中で
あり、どのように変わり、どのような体制となるかなどの詳
細については追って広報などで紹介していきます。 ▲「西条市休日夜間急患センター」イメージ図

平成24年７月から一次救急医療体制が変わります！
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